
「犬のふんの放置防止」運動

１．犬を連れて出かける際は犬ふん袋を持ち歩きます。

２．いかなる場合にも私の犬がしたふんを持ち帰ります。

３．犬の飼い主同士で意識を高めていきます。

令和 年 月 日

住　所

氏　名

登録している犬の状況

「犬のふんの放置防止」運動の趣旨に賛同し登録された方に、ステッカーを
配布します。
※犬のふんをきちんと処理している飼い主さんが、「ふんの放置は迷惑
だ！」という意思表示を他の方に判るようにするものです。

問い合わせ先
流山市役所環境部環境政策課
電話：０４－７１５０－６０８３

「犬のふんの放置防止」運動
登録者募集中！！

　犬のふんの放置は条例違反です。しかし、市内での犬のふんの放置が後を絶ち
ません。そこで、市では平成２５年度より「犬のふんの放置防止」運動を行っていま
す。

犬の名前 鑑札番号

　　　　　　　　　　年度　　第　　　　　　　　　　号

　　　　　　　　　　年度　　第　　　　　　　　　　号

　上記「犬のふんの放置防止」運動に同意した行動をします。

　　　　　　　　　　年度　　第　　　　　　　　　　号

　　　　　　　　　　年度　　第　　　　　　　　　　号


